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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布について 

 

 

平素より老人福祉行政の推進にご尽力いただきありがとうございます。 

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和 41 年厚生省令第 19 号）につきまし

ては、平成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 28 年 12 月 20 日閣議決定）

を踏まえて所要の改正を行うこととしており、本日、養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省令（平成 30年厚生労働省令第 102号）が別添の通り公布され

たところです。 

地方公共団体におかれましては、平成 30 年 10 月１日からの制度が適切に運営されるよ

う、当該改正に伴う条例の改正等を行っていただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 



養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
、
第
二
項
、
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第

十
項
の
常
勤
換
算
方
法
と
は
、
当
該
職
員
の
そ
れ

ぞ
れ
の
勤
務
延
時
間
数
の
総
数
を
当
該
養
護
老
人

ホ
ー
ム
に
お
い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
る
時
間

数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
常
勤
の
職
員
の
員
数
に

換
算
す
る
方
法
を
い
う
。

４

第
一
項
、
第
二
項
、
第
七
項
及
び
第
十
項
の
常

勤
換
算
方
法
と
は
、
当
該
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
勤

務
延
時
間
数
の
総
数
を
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に

お
い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
る
時
間
数
で
除
す

る
こ
と
に
よ
り
常
勤
の
職
員
の
員
数
に
換
算
す
る

方
法
を
い
う
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ

ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
当
該
施
設
を
設
置

し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
施
設

以
外
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、介
護
老
人
保
健
施
設
、

介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
で
あ
つ

て
当
該
施
設
に
対
す
る
支
援
機
能
を
有
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
本
体
施
設
」と
い
う
。）

と
の
密
接
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
本
体
施
設
と

は
別
の
場
所
で
運
営
さ
れ
る
入
所
定
員
が
二
十
九

人
以
下
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）の
医
師
に
つ
い
て
は
、
本
体

施
設
の
医
師
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
健
康
管
理
が
適
切
に
行
わ

れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ

ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
当
該
施
設
を
設
置

し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
施
設

以
外
の
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
又
は

病
院
若
し
く
は
診
療
所
で
あ
つ
て
当
該
施
設
に
対

す
る
支
援
機
能
を
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
本
体
施
設
」
と
い
う
。）と
の
密
接
な
連

携
を
確
保
し
つ
つ
、
本
体
施
設
と
は
別
の
場
所
で

運
営
さ
れ
る
入
所
定
員
が
二
十
九
人
以
下
の
養
護

老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）の
医
師
に
つ
い
て
は
、
本
体
施
設
の
医
師
に

よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入

所
者
の
健
康
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

７

第
一
項
第
三
号
ロ
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
の
主

任
生
活
相
談
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、

７

第
一
項
第
三
号
ロ
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
の
主

任
生
活
相
談
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又

は
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を

行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
つ
て
、
入
所
者
の
処

遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
養
護
老
人

ホ
ー
ム
が
行
う
当
該
事
業
に
係
る
他
の
職
務
に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
項
第
三
号
ロ
の
主
任

生
活
相
談
員
に
つ
い
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護

老
人
ホ
ー
ム
に
あ
つ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、

一
以
上
と
す
る
。

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又

は
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を

行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
つ
て
、
入
所
者
の
処

遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
養
護
老
人

ホ
ー
ム
が
行
う
当
該
事
業
に
係
る
他
の
職
務
に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

10

第
一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
第
三
号
の
看
護
職

員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
五
号
の
看
護
職

員
に
つ
い
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー

ム
又
は
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
第
百
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す

る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
を
除
く
。）、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
第

二
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用

型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を

除
く
。）を
行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
つ
て
は
、

常
勤
換
算
方
法
で
、
一
以
上
と
す
る
。

10

第
一
項
第
五
号
又
は
第
二
項
第
三
号
の
看
護
職

員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
五
号
の
看
護
職

員
に
つ
い
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー

ム
に
あ
つ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
一
以
上
と

す
る
。

11

（
略
）

11

（
略
）

12

第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務

員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本

体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該

サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
処

遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

12

第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務

員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本

体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該

サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
処

遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム

栄
養
士
又
は
調
理
員
、

事
務
員
そ
の
他
の
職
員

（
新
設
）

二
〜
五

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成年月日 木曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
号

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
八
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信




